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福

麻

呂

と

田

辺

氏

一　
上
毛
野
氏

一
一　
新
撰
姓
氏
録
所
載
の
上
毛
野
氏
と
田
辺
氏

〓
一　
田
辺
氏
上
中
下
三
流

四
　
仲
床
呂
派
田
辺
氏

五
　
諸
兄
派
田
辺
福
麻
呂

一　
上
毛
野
氏

東
国
に
、
そ
の
武
勇
を
も

っ
て
鳴
る
上
毛
野
氏
の
一
族
が
あ

っ
た
。
そ
の
始

め
は
崇
神
天
皇
々
子
豊
城
入
彦
命
に
発
す
る
と
称
す
る
。
即
ち
、
崇
神
紀
四
十

八
年
条
に
夏
四
月
、
戊
申
の
朔
に
し
て
丙
寅
の
日
、
活
目
の
尊
を
立
て
て
皇
太
子
と

為
し
た
ま
ひ
、
豊
城
の
命
を
し
て
東
の
国
を
治
め
じ
め
た
ま
ひ
き
。
こ
は

上
毛
野
君
、
下
毛
野
君
の
始
祖
な
り
。

（朝
日
古
典
全
書

『
日
本
書
紀
』

に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

と
あ
り
、
ま
た
景
行
紀
五
十
五
年
条

春
二
月
、
戊
子
の
朔
に
し
て
壬
辰
の
日
、
彦
狭
島
の
王
を
、
東
の
山
の
道

の
十
五
国
の
都
督
に
拝
け
た
ま
ひ
き
。
こ
は
豊
城
の
命
の
孫
な
り
。
云
々

同
五
十
六
年
条

井

村

哲

夫

制導嘲げ囮疇剛̈
一ユ翻い量嗅“乳“射り「けっほ諺融鶉わ町ど

領
め
よ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
の
以
に
御
諸
別
の
王
、
天
皇
の
命
を
承

り
、
ま
た
父
の
業
を
成
さ
む
と
し
て
、
行
き
治
め
て
早
く
善
き
政
を
得
た

り
。
…
…

（中
略
）
…
…
こ
れ
に
由
り
て
そ
の
子
孫
今
に
東
の
国
に
あ
り
。

と
記
さ
れ
て
居
り
、
国
造
本
紀
に
も
、
崇
神
朝
豊
城
入
彦
命
の
孫
彦
狭
島
命
が

初
め
て
東
方
諸
国
を
治
め
て
封
と
な
し
た
と
記
す
。

こ
の
上
毛
野
氏
が
、
武
勇
の
名
を
負

っ
て
い
た
こ
と
は
、
東
国
の
経
営
に
当

る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
り
、
狭
穂
彦
の
乱
を
討

っ
て

「倭
日

向
武
日
向
彦
八
綱
田
」
と
称
せ
ら
れ
た
将
軍

「上
毛
野
君
の
遠
祖
八
綱
田
」
も

居
た

（垂
仁
紀
五
年
条
）。　
東
国
だ
け
で
な
く
、
海
を
渡

っ
て
朝
鮮
経
略
に
も

力
が
あ

っ
た
。
神
功
皇
后
紀
四
十
九
年
条
に
は
、
新
羅
征
討
の
将
軍
、
上
毛
野

君
の
祖

「荒
田
別
、
鹿
我
別
」
の
名
が
、
ま
た
仁
徳
紀
五
十
三
年
条
に
は
朝
貢

せ
ぬ
新
羅
に
送

っ
た
将
軍

「
上
毛
野
君
祖
竹
葉
瀬
」
及
び
そ
の
弟

「
田
道
」
の

名
が
見
え
る
。
因
に
、
竹
葉
瀬
、
田
道
は
荒
田
別
の
子
と
言
う

（新
撰
姓
氏
録

河
内
皇
別

「
止
美
連
」
条
）。　
天
智
紀
二
年
三
月
及
び
六
月
条
に
も
、
新
羅
征

討
の
将
軍

「
上
毛
野
君
稚
子
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
か
く
て
、
舒
明
紀
九
年

条
、
蝦
夷
征
討
の
将
軍

「
上
毛
野
君
形
名
」
の
妻
が
、
敗
走
す
る
夫
に
向

っ
て
、



「
汝
の
祖
等
は
、
蒼
海
を
渡
り
万
里
を
跨
え
、
水
表
の
政
を
平
け
て
威
武
を
後

の
葉
に
伝
へ
き
。
今
汝
頓
に
先
祖
の
名
を
屈
か
ば
、
か
な
ら
ず
後
の
世
に
喘
は

え
な
む
」
と
言

っ
て
励
ま
し
、
祖
先
の
威
武
の
名
を
誇

っ
た
と
い
う
の
も
う
な

づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
天
武
紀
十
三
年
十

一
月
条
に

「
上
毛
野
朝
臣
」
姓
を
与
え
ら
れ
た

と
見
え
る
東
国
の
大
豪
上
毛
野
氏
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
撰
姓
氏
録
河
内
皇
別
に

「
止
美
連
」
あ
り
、
先
述
の

「
上
毛

野
君
祖
竹
葉
瀬
」
の
弟
で
あ
り

「荒
田
別
」
の
男
で
あ
る

「
田
道
」
が
、
百
済

に
遣
さ
れ
止
美
邑
呉
女
を
め
と
っ
て
、
そ
の
子
孫
の
熊
次
、
新
羅
ら
が
欽
明
朝

に
来
朝
し
、
止
美
連
と
な
っ
た
、
と
称
し
て
い
る
。

そ
の

「竹
葉
瀬
」
は
ま
た
、
弘
仁
私
記
序

（甲
本
日
本
書
紀
私
記
）
に
＞
「諸
蕃

雑
姓
記
」
に
注
し
て
次
の
よ
う
に
あ
る
、
そ
の

「
竹
谷
」
で
あ
る
ら
し
い
。

田
辺
史
上
毛
野
公
池
原
朝
臣
住
吉
朝
臣
等
祖
思
須
美
和
徳
両
人
大
鶴
鵜
天

皇
御
宇
之
時
自
百
済
国
化
来
而
言
、
己
等
祖
先
是
貴
国
将
軍
上
野
公
竹
合

也
者
天
皇
衿
憐
混
彼
族
詑

（云
々
）

長
期
に
わ
た
る
朝
鮮
経
略
の
間
に
、
そ
の
血
筋
が
彼
の
地
に
残
る
と
い
う
こ

と
も
実
際
に
あ
り
得
よ
う
し
、
多
少
の
ゆ
か
り
を
頼

っ
て
帰
化
人
の
族
が
本
朝

の
豪
族
と
同
祖
と
称
し
て
そ
の
庇
護
を
求
め
、
保
全
を
図
る
と
い
う
こ
と
も
十

分
あ
り
得
る
。
帰
化
の
後
に
、
支
配
被
支
配
の
関
係
あ
る
い
は
婚
姻
の
関
係
な

ど
か
ら
詐
称
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
う
い
う
わ
け
で
、
荒
田
別
、
竹
葉
瀬
、
田
道
と
い
う
伝
承
上
の
人
物
の
名

で
象
徴
せ
し
め
得
る
と
こ
ろ
の
、
朝
鮮
経
略
に
力
の
あ

っ
た
あ
る
一
族
を
中
核

と
し
て
、
そ
れ
へ
帰
化
人
の
諸
族
が
複
合
し
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
新
撰
姓
氏
録

に
み
る
よ
う
に
、
上
毛
野
氏
と
同
社
同
系
を
称
す
る
数
多
く
の
諸
氏
の
出
現
を

見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
辺
氏
も
ま
た
、
そ
の
う
ち
の
主
要
な
一
族
だ

っ
た
の
で
あ
奄

一
一　
新
撰
姓
氏
録
所
載
の
上
毛
野
氏
と
田
辺
氏

新
撲
姓
氏
録
左
京
皇
別
下
に

上
毛
野
朝
臣

下
毛
野
朝
臣
同
祖
。
豊
城
入
彦
命
五
世
孫
多
奇
波
世
君
之
後
也
。
大
泊
瀬

幼
武
天
皇
囃
雄
御
世
。　
努
賀
君
男
百
尊
。　
為
二阿
女
産
一向
二聟
家
一犯
レ夜

而
帰
。
於
二応
神
天
皇
御
陵
辺

逢̈
二騎
馬
人
一相
共
話
語
。
換
レ馬
而
別
。

明
日
看
二所
レ換
馬
「是
土
馬
也
。
因
負
二姓
陵
辺
君
「百
尊
男
徳
尊
。
孫
斯

羅
。
論
皇
極
御
世
。
賜
二河
内
山
下
田
「以
レ解
二文
書
「為
二
田
辺
史
「宝
字

称
徳
孝
謙
皇
帝
天
平
勝
宝
二
年
。
改
賜
二上
毛
野
公
↓今
上
弘
仁
元
年
。
改

賜
二朝
臣
姓

続̈
日
本
紀
合
。

（佐
伯
有
清
氏

『校
訂
新
撰
姓
氏
録
』
に
よ

る
。
以
下
同
じ
）

ま
た
、
右
京
皇
別
上
に

上
毛
野
朝
臣

崇
神
天
皇
皇
子
豊
城
入
彦
命
之
後
也
。
日
本
紀
合
。

と
あ
り
、
田
辺
氏
に
つ
い
て
は
、
右
京
皇
別
上
に

田
辺
史
豊
城
入
彦
命
四
世
孫
大
荒
田
別
命
之
後
也
。

ま
た
、
右
京
諸
蕃
上
に

田
辺
史
出
レ自
二漢
王
之
後
知
惣
一也
。

と
載

っ
て
い
る
。

先
ず
、
左
京
皇
別
下
の
上
毛
野
朝
臣
は
、
豊
城
入
彦
命
五
世
の
孫
多
奇
波
世

君

（竹
葉
瀬
、
竹
合
）
の
後
で
あ
り
、
雄
略
の
代

「陵
辺
君
」
を
、
皇
極
の
代

「
田
辺
史
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
、
天
平
勝
宝
二
年

「
上
毛
野
公
」
姓
を
与

え
ら
れ
、
更
に
弘
仁
元
年

「
上
毛
野
朝
臣
」
姓
を
賜
わ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ



Ｚ
り
。雄

略
の
代
の
百
尊
の
孫
斯
羅
が
皇
極
の
代
に
云
々
と
い
う
の
も
年
代
的
に
遠

く
、
関
晃
氏
は
田
辺
氏
を

「大
化
以
前
の
新
し
い
帰
化
人
」
と
分
類
さ
れ
て
居

り＜
、
三
品
彰
英
氏
は
欽
明
朝
頃
の
帰
化
と
見
て
居
ら
れ
型
。

そ
の

「上
毛
野
公
」
賜
姓
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
有
清
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、
続
紀
天
平
勝
宝
二
年
三
月
戊
戊
条
に

賜
二中
衛
員
外
少
将
従
五
位
下
田
辺
史
難
波
等
上
毛
野
君
姓
「

と
見
え
て
い
る
。
た
だ

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
で
検
索
す
る
に
、

「
勝
宝
元

。
四
よ
り
上
毛
野
君
と
み
え
る
が
、
同
二
・
八
頃
ま
で
は
田
辺
史
と
も
み
え
上

野
に
も
つ
く
る
」
と
い
う
田
辺
史
秋
上
、

「勝
宝
元
頃
よ
り
上
毛
野
君

（公
）

と
み
え
る
が
、
勝
宝
三
ま
で
は
田
辺
史
と
も
み
え
る
」
と
い
う
田
辺
史
真
人
、

天
平
二
十
年
五
月
す
で
に
上
毛
野
公
姓
を
名
乗
る
上
毛
野
公
伊
加
万
呂
な
ど
が

居
る
の
で
、
田
辺
史
姓
か
ら
上
毛
野
君

（公
）
姓
へ
の
改
姓
は
、
公
的
に
は
続

紀
及
び
姓
氏
録
の
記
載
の
通
り
天
平
勝
宝
二
年
か
ら
で
あ

っ
た
が
、
私
に
は
天

平
末
年
頃
か
ら
称
す
る
も
の
も
あ

っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
ｒ
田
辺
氏
の
氏
人
の
、
上
毛
野
姓
へ
の
あ
こ
が
れ
を
示
す
も
の
と
見
ら

れ
よ
う
か
。
次
に
、
弘
仁
元
年
度
の
朝
臣
姓
賜
姓
に
つ
い
て
は
、
日
本
後
紀
散

逸
の
た
め
か
記
事
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
佐
伯
有
清
氏
も
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
、
『
日
本
後
紀
逸
文
』
（朝
日
新
聞
社
刊
六
国
史
）
大
同
四
年
九
月
甲
辰

朔
条

（類
衆
国
史
、
日
本
紀
略
）
に

「正
六
位
上
上
毛
野
公
穎
人
」
と
見
え
、

そ
の
穎
人
が
日
本
後
紀
弘
仁
元
年
九
月
戊
申
条
に
は

「大
外
記
外
従
五
位
下
上

毛
野
朝
臣
穎
人
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
弘
仁
元
年
朝
臣
姓
を
賜
わ
っ
た
と
い

う
姓
氏
録
の
記
事
は
信
用
し
て
良
い
の
で
あ
る
。‐

と
こ
ろ
で
、
此
の
左
京
皇
別
下
上
毛
野
朝
臣
に
つ
い
て
、
太
田
亮
氏

『姓
氏

家
系
大
辞
典
』
∩
上
毛
野
」
の
「
５
河
内
の
上
毛
野
君
」
の
項
。
第
一
巻

一
七

四
二
頁
上
段
）
に

漢
族
、
田
辺
史
の
裔
な
り
。

ま
た

（「
１０
河
内
の
上
毛
野
朝
臣
」
の
項
。
同

一
七
四
二
頁
下
段
）
に
は

漢
族
上
毛
野
氏
の
後
な
れ
ど
、
毛
野
氏
族
と
称
す
。

と
し
て
、
右
の
姓
氏
録
の
記
事
及
び
雄
略
紀
九
年
条
に
載
す
田
辺
史
伯
孫
と
土

馬
の
説
話
を
ひ
き

其
の
伯
尊
な
る
名
、
又
史
姓
な
る
事
、
又
右
京
諸
者
に

「
田
辺
史
は
漢
王

の
後
、
知
聡
よ
り
出
づ
る
也
」
と
あ
る
等
に
よ
り
、
確
実
に
漢
帰
化
族
に

し
て
、
豊
城
入
彦
命
裔
と
云
ふ
は
冒
系
に
過
ぎ
ざ
る
を
知
る
べ
き
な
り
。

と
あ
る
。
諒
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

「
漢
帰
化
族
」
と
さ
れ
た
の
は
如

何
か
。
右
京
諸
蕃
田
辺
史
が

「漢
王
之
後
」
と
い
う
祖
先
伝
承
を
持

っ
て
い
る

こ
と
を
証
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
右
京
諸
蕃
田
辺
史
が
そ
の
よ
う
な
祖
先
伝

承
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
に
は
、
別
の
事
情
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

雄
略
紀
九
年
条
に
伝
え
る
田
辺
史
伯
孫
の
話
に
は
、
飛
鳥
戸
の
郡
の
人
伯
孫

の
女
が
古
市
の
郡
の
人
書
首
加
龍
の
妻
で
あ

っ
た
と
言
う
。
書
首
は
天
武
十
二

年
連
姓
を
、
次
い
で
十
四
年
忌
寸
姓
を
与
え
ら
れ
た
文
忌
寸
で
あ
る
。
ま
た
、

日
本
霊
異
記
中
巻
第
十

一
話
に
は
、
聖
武
の
代
、
紀
伊
国
伊
刀
郡
人
文
忌
寸
字

上
田
三
郎
の
妻
上
毛
野
公
大
椅
の
女
の
話
が
載

っ
て
い
る
。

（大
椅
は
勝
宝
二

年
改
姓
の
旧
田
辺
氏
の
家
筋
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
聖
武
天
皇
の
御
世
と
し
て
上

毛
野
公
姓
を
冠
し
て
い
て
も
、
そ
れ
は
霊
異
記
成
立
当
時
の
姓
に
よ
っ
た
追
記

の
類
で
あ
ろ
う
。）
さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
話
は
、
田
辺
氏
が
河
内
国
や
紀
伊
国

で
、
従

っ
て
田
辺
氏

一
般
の
傾
向
と
し
て
見
な
し
う
る
か
と
思
う
が
、
帰
化
人

同
志
の
文
氏
と
の
間
に
婚
姻
を
通
じ
て
親
密
な
関
係
を
保

っ
て
い
た
こ
と
を
推

測
せ
し
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
文
氏
は
、
百
済
の
博
士
王
仁
を
始
祖
と

す
る
祖
先
伝
承
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
続
紀
延
暦
十
年
四
月
戊
成
条
に



見
る
と
、
文
忌
寸
、
武
生
連
ら
が
そ
の
本
系
を
奏
ｔ
て

漢
高
帝
之
後
日
レ鸞
。　
々
之
後
王
狗
転
至
三百
済

百̈
済
久
素
王
時
。
聖
朝

遣
レ使
徴
「
召
文
人
「久
素
王
即
以
二狗
孫
王
仁
一貢
焉
。
是
文
。
武
生
等
之

祖
也
。

と
言
っ
て
宿
祠
姓
を
賜
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
文
氏
ら
の
祖
王
仁
を

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
漢
王
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
漢
王
の
裔
と
し
て
祖

先
伝
承
を
飾
る
傾
向
が
遅
く
と
も
延
暦
の
頃
に
文
氏
に
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
文
氏
と
婚
姻
等
を
通
じ
て
親
密
な
関
係
を
保

っ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
田
辺
史
の
あ
る
家
筋
が
、
や
が
て
ま
た
そ
の
祖
先
伝
承
を
漢
王
之
後
と
称
し

て
飾
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
日
辺
氏
は
、

右
京
諸
蕃
田
辺
史
の

「漢
王
之
後
云
々
」
と
の
所
伝
に
か
ヽ
わ
ら
ず
、
百
済
帰

化
族
で
あ
り
、
か
つ
、
左
京
皇
別
下
上
毛
野
朝
臣
、
右
京
皇
別
上
田
辺
史
、
右

京
諸
蕃
田
辺
史
は
、
同
族
で
あ

っ
た
と
考
え
て
お
い
て
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。

漢
族
と
考
え
る
こ
と
も
田
辺
氏
に
二
流
あ
り
と
考
え
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
右
京
皇
別
上
の
上
毛
野
朝
臣
は
ど
う
か
。
東
国
の
大
豪
で
あ

っ
て
天

武
十
三
年
に
先
ず
朝
臣
姓
を
賜
わ
っ
た
上
毛
野
氏
が
、
姓
氏
録
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
の
も
や
ゝ
不
審
で
あ
る
。
こ
の
方
は
東
国
系
の
上
毛
野
氏
の
家

筋
之
考
え
て
お
く
の
が
お
だ
や
か
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
『姓
氏
家
系
大
辞
典
』

同
説
で
あ
る

（「上
毛
野
」
の

「
７
上
毛
野
朝
臣
」
の
項
。
第

一
巻

一
七
四
二

頁
中
段
Ｙ

次
に
、
右
京
皇
別
上
の
田
辺
史
は
ど
う
か
と
言
う
と
、
続
紀
天
平
勝
宝
二
年

二
月
戊
戊
条
に
田
辺
史
難
波
等
に
上
毛
野
君
姓
を
賜
う
と
見
え

（既
述
）、　
同

宝
亀
八
年
正
月
戊
午
条
に
も

左
京
人
従
七
位
上
田
辺
史
広
本
等
五
十
四
人
賜
二姓
上
毛
野
公
「

と
あ
り
、
同
じ
田
辺
氏
で
も
上
毛
野
君

（公
）
賜
姓
に
つ
け
て
最
初
の
グ
ル
ー

プ

（難
波
等
。
こ
れ
が
左
京
皇
別
下
上
毛
野
朝
臣
の
家
筋
で
あ
る
）
と
、
第
二

の
グ
ル
ー
プ

（広
本
等
五
十
四
人
）
と
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
が
、
こ
の
両
度

の
改
賜
姓
に
も
洩
れ
た
家
筋

（第
三
グ
ル
ー
プ
と
呼
ぶ
）
が
あ

っ
て
、
続
紀
記

載
の
人
物
で
は
、
日
辺
史
浄
足

（所
見
、
宝
亀
九
年
十
二
月
庚
子
条
、
延
暦
元

年
六
月
辛
未
条
、
同
八
月
庚
申
条
）
の
名
が
見
え
て
い
る
。
右
京
皇
別
上
田
辺

史
は
、
こ
の
両
度
の
改
賜
姓
に
洩
れ
た
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
家
筋
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

〓
一　
田
辺
氏
上
中
下
三
流

さ
て
、
皇
極
朝
以
前
に
田
辺
史
姓
を
名
乗
る
も
の
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
雄

略
紀
九
年
七
月
条
の

「
日
辺
史
伯
孫
」
は
、
関
晃
氏
も
言
わ
れ
た
よ
う
に

「
田

８

辺
史
の
祖
の
伯
孫
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
」
で
あ

っ
だ
。
姓
氏
録
の
記
事
の
通
り
、

田
辺
史
と
い
う
氏
姓
は
皇
極
朝
に
始
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
い
て

良
い
。

と
こ
ろ
で
先
述
の
よ
う
に
、
同
じ
田
辺
氏
の
中
で
も
、
勝
宝
二
年
に
上
毛
野

君
姓
を
賜
わ
っ
た
難
波
ら
の
第

一
グ
ル
ー
プ
と
、
そ
れ
か
ら
二
十
七
年
後
の
こ

と
に
な
る
宝
亀
八
年
に
同
じ
く
上
毛
野
公
姓
を
賜
わ
っ
た
広
本
ら
五
十
四
人
の

第
ニ
グ
ル
ー
プ
と
、
さ
ら
に
そ
の
両
度
の
賜
姓
に
も
洩
れ
た
第
ニ
グ
ル
ー
プ
と

の
、
三
流
の
家
筋
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

上
古
以
来
の
大
豪
上
毛
野
氏
の
同
族
と
称
す
る
田
辺
氏
の
氏
人
に
と
っ
て

「

上
毛
野
氏
」
を
名
乗
る
こ
と
は
多
年
の
宿
願
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
望
み
を
実
現
し
て
ゆ
く
の
は
、
同
じ
田
辺
氏
で
も
、
先
ず
勢
力
あ
る
主
流
の

家
筋
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

日
辺
史
姓
を
得
た
皇
極
朝
以
後
、
難
波
等
が
上
毛
野
君
姓
を
賜
わ
っ
た
勝
宝

二
年
三
月
以
前
に
於
て
、
書
紀

・
続
紀
に
名
を
留
め
る
田
辺
史
姓
の
者
に
は



鳥

（孝
徳
紀
白
雉
五
年
二
月
、
遣
唐
判
官
）

田
辺
小
隅

（田
辺
史
姓
な
る
べ
し
。
天
武
紀
元
年
七
月
、
壬
申
の
乱
近
江

軍
別
将
）

百
枝

（文
武
四
年
六
月
甲
午
条
、
撰
定
律
令
。
懐
風
藻
作
者
、大
学
博
士
）

首
名

（同
右
条
、
撰
定
律
令
）

比
良
夫

（和
銅
三
年
正
月
甲
子
条
、
授
従
五
位
下
）

難
波

（神
亀
二
年
間
正
月
丁
未
条
、
授
勲
六
等
。
天
平
九
年
四
月
戊
午
条
、

正
六
位
下
、
出
羽
国
守
。
同
十

一
年
四
月
戊
寅
条
、
授
外
従
五
位
下
。

同
十
六
年
十

一
月
庚
辰
条
、
授
従
五
位
下
。
勝
宝
二
年
三
月
戊
戊
条
、

賜
上
毛
野
君
姓
）

広
足

（天
平
三
年
正
月
丙
子
条
、
授
外
従
五
位
下
。
同
年
十
二
月
乙
未
条
、

甲
斐
国
守
）

高
額

（天
平
十
七
年
正
月
乙
丑
条
、
授
外
従
五
位
下
、
同
年
九
月
戊
午
条
、

為
参
河
守
）

広
浜

（勝
宝
元
年
八
月
癸
亥
条
、
授
外
従
五
位
下
）

の
計
七
名
が
あ
る
。
こ
の
人
達
は
、
史
乗
に
名
を
留
め
る
人
た
ち
で
あ
る
以
上
、

幾
つ
か
あ
る
日
辺
氏
の
家
筋
の
中
で
も
、
上
層
ま
た
は
主
流
の
人
た
ち
で
あ

っ

た
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
勝
宝
二
年
二
月
以
後
、
広
本
ら
五
十
四
人
が
上
毛
野
公
姓
を
賜

わ
っ
た
宝
亀
八
年
正
月
以
前
に
於
て
、
田
辺
史
姓
を
名
乗
る
者
は
続
紀
に
ひ
と

り
も
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
の
一
方
、
上
毛
野
君
姓
を
名
乗
る
者
は
、
前
記
の

難
波

（勝
宝
六
年
正
月
壬
子
条
、
授
従
五
位
上
）

広
浜

（宝
字
元
年
五
月
丁
卯
条
、
授
従
五
位
下
。
同
二
年
十

一
月
乙
未
条
、

授
従
五
位
上
。
同
五
年
十
月
辛
酉
条
、
造
遣
唐
使
船
。
同
六
年
正
月
戊

子
条
、
為
左
京
亮
。
同
八
年
正
月
己
未
条
、
為
近
江
介
）

の
二
名
を
含
め
て

真
人

（宝
字
元
年
五
月
丁
卯
条
、
授
外
従
五
位
下
。
同
四
年
六
月
乙
丑
条
、

為
養
民
司
。
同
七
年
正
月
壬
子
条
、
為
美
作
介
。
景
雲
元
年
正
月
癸
酉

条
、
復
本
位
外
従
五
位
下
。
同
二
年
二
月
癸
巳
条
、
為
造
東
大
寺
大
判

官
）

牛
養

（宝
字
五
年
正
月
壬
寅
、
外
従
五
位
下
、
為
美
濃
介
。
同
年
十
月
壬

子
条
、
為
能
登
守
）

石
瀧

（宝
字
八
年
九
月
庚
申
条
、
授
外
従
五
位
下
）

息
麻
呂

（宝
亀
四
年
正
月
癸
未
条
、
授
外
従
五
位
下
。
同
五
年
三
月
甲
辰

条
、
為
周
防
守
）

ら
計
六
名
が
あ
る
。
こ
の
六
名
の
中
、
石
瀧
と
息
麻
呂
を
除
い
て
四
名
は
、
旧

田
辺
氏
で
あ
り
、
勝
宝
二
年
上
毛
野
君
姓
を
与
え
ら
れ
た
先
述
第

一
グ
ル
ー
プ

に
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
ｑ
石
瀧
、
息
麻
呂
の
二
名
も
同
様

と
考
え
て
お
き
た
い
。
即
ち
、
第

一
グ
ル
ー
プ
は
、
田
辺
氏
の
中
で
も
上
層
、

主
流
の
家
筋
の
も
の
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宝
亀
八
年
正
月
、
広
本
ら
五
十
四
人
が
上
毛
野
公
姓
を
与
え
ら
れ
た

後
に
、
上
毛
野
君

（公
）
姓
を
名
乗
る
も
の
は
、
広
本
は
ふ
た
ヽ
び
続
紀
に
名

を
出
さ
ず
、

大
川

（宝
亀
九
年
十
月
乙
未
条
、
遣
唐
録
事
。
同
十
年
四
月
辛
卯
条
、
授

外
従
五
位
下
。
天
応
元
年
五
月
癸
未
条
、
大
外
記
、
為
兼
山
城
介
。
同

年
十
二
月
丁
未
条
、
為
御
装
東
司
。
延
暦
三
年
十
二
月
己
巳
条
、
授
外

従
五
位
上
。
同
五
年
正
月
戊
戊
条
、
授
従
五
位
下
。
同
年
六
月
丁
卯
条
、

為
主
計
頭
）

薩
摩

（天
応
元
年
四
月
癸
卯
条
、
授
外
従
五
位
下
。
同
年
五
月
乙
亥
条
、

為
中
宮
少
進
。
延
暦
二
年
二
月
壬
申
条
、
為
内
蔵
助
。
同
三
年
三
月
乙



酉
条
、
為
但
馬
介
。
同
九
年
二
月
壬
戊
条
、
為
主
税
助
）

我
人

（延
暦
三
年
四
月
壬
寅
条
、
授
外
従
五
位
下
、
為
衛
門
大
尉
。
同
四

年
十

一
月
丁
巳
条
、
授
外
従
五
位
上
。
同
五
年
十
月
甲
子
条
、
為
兼
西

市
正
）

の
三
名
の
名
が
見
え
る
が
、
こ
の
う
ち
大
川
は
注
７
で
記
し
た
ご
と
く
左
京
皇

別
下
の
上
毛
野
朝
臣
す
な
わ
ち
旧
田
辺
氏
の
家
筋
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
第

一

グ
ル
ー
プ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
確
か
で
あ
る
。
薩
摩
は
、
請
経
使
と
し
て

「上

毛
野
薩
摩
」
の
名
が
す
で
に
天
平
十
七
年
に
見
え
　
（『
大
日
本
古
文
書
』
八

・

一
九
二
頁
）、　
そ
れ
は
勝
宝
二
年
よ
り
五
年
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、　
あ
る
い

は
旧
田
辺
氏
の
家
筋
で
な
く
、
東
国
系
上
毛
野
氏
の
傍
系
乃
至
配
下
の
も
の
で

あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
広
本
ら
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
で
な
い
こ

と
は
た
し
か
で
あ
る
。
我
人
の
み
は
き
め
手
が
な
い
。
次
に
、
両
度
の
賜
姓
に

洩
れ
た
日
辺
氏
は
、
宝
亀
九
年
以
後
に
、
田
辺
史
浄
足
の
名
が
ひ
と
り
続
紀
に

留
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

田
辺
史
浄
足

（宝
亀
九
年
十
二
月
庚
子
条
、
授
外
従
五
位
下
。
延
暦
元
年

六
月
辛
未
条
、
為
木
工
助
。
同
年
八
月
庚
申
条
、
為
伊
豆
守
）

さ
て
、
田
辺
史
姓
、
上
毛
野
君
姓
の
、
書
紀

・
続
紀
に
あ
ら
わ
れ
る
右
の
如

き
様
子
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。

勝
宝
二
年
に
上
毛
野
君
姓
を
得
た
難
波
ら
第

一
グ
ル
ー
プ
が
、
同
じ
田
辺
氏

の
中
で
も
勢
力
あ
る
主
流
の
家
筋
で
あ
り
、
上
層
を
成
し
、　
一
族
を
率
い
て
立

っ
て
い
た
。

∧
先
に
も
あ
げ
た
真
人
が
、
大
舎
人
田
辺
岡
麻
呂
な
る
も
の
を

「親
族
之
道
、

不
得
黙
遁
」
と
て
写
経
所
校
生
に
推
挽
し
た
り
　
（『寧
楽
遺
文
』
中
五
三
四

頁
）、　
や
は
り
先
に
あ
げ
た
息
麻
呂
と
同

一
人
ら
し
い
上
毛
野
公
奥
麻
呂
の

一月
日
に
田
辺
来
女
な
る
も
の
が
居
た
こ
と
　
（『寧
楽
遺
文
』
中
六
六
七
頁
）

な
ど
は
、
主
流
の
家
筋
の
ま
わ
り
に
、
賜
姓
に
洩
れ
た
二
流
の
日
辺
姓
の
も

の
が
依
存
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
主
流
の

家
筋
が
ま
た
、
弘
仁
元
年
に
先
ず
朝
臣
姓
を
賜
わ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
弘
仁

元
年
に
朝
臣
姓
を
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
穎
人
は
、
第

一
グ
ル
ー
プ
の
大

川
の
子
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弘
仁
元
年
よ
り
二
十
数
年
後
の
天
長
十
年

及
び
承
和
二
年
、
さ
ら
に
ま
た
二
十
数
年
後
の
貞
観
五
年
に
そ
れ
ぞ
れ
上
毛

野
公
姓
の
も
の
が
朝
臣
姓
を
与
え
ら
れ
て
居
る
の
は
、
旧
田
辺
氏
の
二
流
以

下
の
家
筋
の
場
合
で
あ
る
と
み
な
し
て
良
い
で
あ
ろ
う

（続
日
本
後
紀
天
長

十
年
二
月
甲
申
条
。
承
和
二
年
十
月
戊
戊
条
。
三
代
実
録
貞
観
五
年
十

一
月

十
日
己
酉
条
）
。∨

次
い
で
、
広
本
ら
五
十
四
人
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
が
第
二
流
の
家
筋
で
あ

っ
て
、

宝
亀
八
年
頃
上
毛
野
公
姓
を
得
る
程
度
に
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
ら
し
い
。

∧
穎
人
が
朝
臣
姓
を
賜
わ
っ
た
ら
し
い
弘
仁
元
年
よ
り
後
に
、
尚
公
姓
を
称

す
る
左
記
の
者
達
は
、
こ
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
家
筋
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
主
流
で
は
あ

っ
た
が
朝
臣
姓
賜
姓
の
際
に
は
洩
れ
た
者
な
の
か
、

そ
の
あ
た
り
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
ゞ
、
天
武
十
三
年
に
朝
臣
姓
を
与
え

ら
れ
た
東
国
系
の
上
毛
野
氏
の
亜
流
で
公
姓
の
ま
ゝ
の
も
の
が
弘
仁
頃
か
ら

や
っ
と
史
乗
に
名
を
現
わ
し
だ
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

上
毛
野
公
継

（嗣
）
益

（
日
本
後
紀
弘
仁
元
年
十
二
月
庚
午
条
、
大
初
位

下
、
為
遣
渤
海
録
事
。
同
二
年
十
二
月
乙
亥
条
、
追
贈
従
六
位
下
）

同
　
賀
美
麻
呂

（日
本
後
紀
弘
仁
元
年
十
二
月
甲
戊
条
、
　
授
外
従
五
位

下
）

同
　
真
綱

（
日
本
後
紀

・
逸
文

・
弘
仁
十
三
年
正
月
己
亥
条
、
授
外
従
五

位
下
）

同
　
祖
継

（日
本
後
紀

・
逸
文

・
弘
仁
十
三
年
十

一
月
丁
巳
条
、
授
従
五



位
下
）

同
　
綿
継

（同
右
条
、
授
外
従
五
位
下
）

同
　
清
瀬

（満
）

（
日
本
後
紀

。
逸
文

。
天
長
二
年
正
月
辛
亥
条
、
授
外

従
五
位
下
。
続
日
本
後
紀
承
和
元
年
正
月
癸
亥
条
、
為
伊
豆
守
）

同
　
気
多
麻
呂

（
日
本
後
紀

。
逸
文

。
天
長
六
年
正
月
己
丑
条
、
授
外
従

五
位
下
）Ｖ

次
い
で
、
勝
宝
二
年
及
び
宝
亀
八
年
の
い
ず
れ
の
賜
姓
に
も
外
れ
た
浄
足
ら
の

グ
ル
ー
プ
が
、
日
辺
氏
の
三
流
乃
至
は
傍
系
の
家
筋
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

Ａ
浄
足
の
名
を
続
紀
に
見
た
後
は
、

田
辺
吉
備
成

（続
日
本
後
紀
承
和
三
年
五
月
丙
辰
条
、
左
兵
衛
少
志
。
無

姓
か
？
↓

田
辺
史
宅
主

（三
代
実
録
貞
観
元
年
十
二
月
十
七
日
戊
申
条
、
左
馬
寮
史

生
従
六
位
上
）

ら
の
名
を
史
乗
に
留
め
た
程
度
で
あ

っ
た
。∨

更
に
先
述
の
如
く
右
の
他
に
、
日
辺
氏
の
本
流
か
ら
離
れ
て
、
書
氏
ら
と
緊
密

な
関
係
の
生
ず
る
ま
ゝ
に
漢
王
の
後
を
称
し
て
独
立
し
て
い
っ
た
家
筋
も
あ

っ

た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

∧
右
の
吉
備
成
、
宅
主
が
こ
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。Ｖ

四
　
仲
麻
呂
派
田
辺
氏

田
辺
氏
が
、
皇
極
朝
に

「文
書
を
解
す
る
を
も

っ
て
」
田
辺
史
姓
を
賜
わ
っ

た
斯
羅
な
る
人
物
や
、
律
令
撰
定
に
参
画
し
て
功
の
あ

っ
た
百
枝

（懐
風
藻
作

者
、
大
学
博
士
）
同
じ
く
首
名
ら
学
者
と
し
て
名
を
留
め
た
人
物
か
ら
始
ま
っ

て
、
天
平
以
後
に
も
な
る
と
国
司
ク
ラ
ス
の
人
物
が
か
な
り
の
数
で
輩
出
し
て

く
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
日
辺
氏
が
、
学
者

。
文
人
的
性
格
か
ら
次
第
に
政

治
的
性
格
を
も
っ
た
氏
族
へ
と
変

っ
て
い
っ
た
様
子
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
上
毛
野
君
姓
を
獲
得
し
て

「史
」
姓
を
棄
て
た
の
も
、
そ
の
間
の
事
情

を
名
の
上
か
ら
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
、
弱
小
な
氏
族
、
そ

れ
も
帰
化
族
系
の
田
辺
氏
が
、
政
治
的
に
進
出
す
る
こ
と
を
図
る
に
は
、
そ
の

時
々
の
権
勢
家
に
親
近
す
る
こ
と
以
外
に
は
あ
ま
り
道
も
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
本
朝
に
帰
化
し
た
当
時
、
同
祖
と
称
し
て
自
分
達
の
保
全
を
図
ろ
う
と

し
た
東
国
の
大
豪
上
毛
野
氏
は
、
日
辺
氏
自
ら
が
国
司
ク
ラ
ス
の
人
物
を
幾
人

か
政
界
に
送
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
今
は
、
も
は
や
頼
む
に
足

り
な
い
。

勝
宝
元
年
頃
、
当
時
正
三
位
大
納
言
で
あ

っ
た
藤
原
仲
麻
呂
家
の
家
令
に
、

外
従
五
位
下
田
辺
史
某
が
居
鵡
硼
ま
た
、
先
に
あ
げ
た
牛
養
は
、
勝
宝
五
年
頃

か
ら
宝
字
二
年
頃
に
か
け
て
、
仲
麻
呂
の
い
わ
ば
本
営
で
あ
る
紫
微
中
台
の
小

疏
、
大
疏
で
あ

っ
た
こ
と
が
あ
如
。
野
村
忠
夫
氏
は
、
牛
養
が
紫
微
小
疏
及
び
、

藤
原
氏
の
伝
統
的
地
盤
た
る
美
濃
の
国
の
介
の
経
歴
を
持
つ
こ
と
、
ま
た
宝
字

五
年
十
月
能
登
守
に
転
じ
て
以
降
史
料
上
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
牛
養
に
仲
麻
呂
派
官
人
の
性
格
を
う
か
ゞ
う
こ
と
が
出
来
る
と
言
わ
れ
て

い
硫
”
ま
た
、
先
述
息
麻
呂
と
同

一
人
ら
し
い
上
毛
野
公
奥
麻
呂
の
戸
口
に
田

辺
来
女
な
る
も
の
が
居
て
、
越
前
国
足
羽
郡
道
守
村
に
墾
田
十

一
町
十
七
歩
を

有
し
て
い
た
が
、
船
王
の
墾
田
七
段
二
百
七
十
七
歩
と
共
に

「
依
有
罪
人
支
傑

」
と
い
う
理
由
で
没
官
さ
れ
て
い
硫
岬
船
王
と
も
ど
も
、
宝
字
八
年
の
仲
麻
呂

の
事
変
に
関
与
し
た
罪
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

（『
日
本
古
代
人
名
辞

紳̈
ｒ律韓″』呻〓け疇呻ｒ嘲赫岬̈
蒻］疇赫】嚇湘居（端囀岬げ脚

の
兄
弟
で
も
長
兄
の
豊
成
の
よ
う
に
、
仲
麻
呂
が
障
害
と
し
て
却
け
ょ
う
と
し

た
も
の
も
居
た
が
、
こ
の
乙
麻
呂
は
仲
麻
呂
一
派
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。



こ
れ
ら
の
事
実
は
、
日
辺
氏

（上
毛
野
氏
）
が
天
平
末
か
ら
勝
宝
初
年
へ
か

け
て
漸
く
天
下
の
実
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
藤
原
仲
麻
呂
家
に
親
近
す
る
姿

勢
を
有
し
て
居
た
こ
と
を
、
推
測
せ
し
め
て
十
分
で
あ
ろ
う
。
考
え
合
わ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
次
の
よ
う
な
事
実
も
あ
る
。
先
述
の
真
人
が
、
宝
字
七
年
正
月
に

美
作
介
に
な
っ
た
後
、
何
の
理
由
か
不
明
だ
が
官
位
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
神
護
景
雲
元
年
正
月
癸
酉
条
に
、
無
位
か
ら
本
位
外
従
五
位
下
に
復
せ
し

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が
判
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
処
罰
も
ま
た
恐
ら

く
は
宝
字
八
年
の
事
変
に
関
係
し
て
い
る
も
の
で
な
い
か
と
疑
え
る
材
料
な
の

で
あ
る
。
牛
養
が
宝
字
五
年
十
月
以
降
史
乗
に
名
を
見
せ
な
く
な
る
よ
う
な
事

情
は
、
先
述
広
浜
に
も
あ

っ
て
、
宝
字
八
年
正
月
己
未
条
近
江
介
に
な
っ
た
記

事
が
最
後
の
も
の
で
あ
る
。
野
村
忠
夫
氏
は
、
近
江
国
が
美
濃
、
越
前
な
ど
と

共
に
仲
麻
呂
政
権
の
地
盤
で
あ

っ
た
こ
と
、
広
浜
の
左
京
亮
当
時
、
左
右
京
升

久
須
麻
呂

（仲
麻
呂
の
子
）
の
も
と
に
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
広
浜
を
仲
麻
呂

派
官
人
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

五
　
諸
兄
派
田
辺
史
福
麻
呂

万
葉
集
に
見
え
る
田
辺
氏
、
上
毛
野
氏
に
は

田
氏
真
上

（五

・
八
三
九
番
作
者
）

田
氏
肥
人

（五

・
八
三
四
番
作
者
）
？

田
辺
史
福
麻
呂

（巻
六
、
九
、
十
八
）

田
辺
秋
庭

（十
五

・
三
六
三
八
番
作
者
）

上
毛
野
牛
甘

（
二
十

。
四
四
〇
四
番
作
者
）
？
　
　
　
　
　
´

上
毛
野
君
駿
河

（
二
十

。
四
四
〇
七
番
左
）

ら
が
あ
る
。
　

‐

「
田
史
真
上
」
は
、
天
平
二
年
大
宰
帥
大
伴
旅
人
邸
で
行
わ
れ
た
梅
花
宴
の

作
者
の
一
人
で
あ
り
、
時
に
筑
前
日
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
が
天
平
十
七
年
頃
諸

陵
寮
大
允
従
六
位
上
で
あ

っ
た
田
辺
史
真
上
Ｇ
大
日
本
古
文
書
』
二
・
四
七

一

３

で
あ
ろ
２

と

は
別
に
述
べ
輸

同
じ
く
梅
花
宴
に
出
席
し
て
い
る
小
令
史

「
田
氏
肥
人
」
は
、
日
口
氏
、
日

中
氏
、
田
部
氏
等
考
え
ら
れ
る
が
、
小
令
史
と
い
う
職
掌
は
他
の
ど
の
氏
よ
り

も
田
辺
史
の
一
頁
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
無
論
断
定
は
で
き
ぬ
。

「
田
辺
秋
庭
」
は
、
天
平
八
年
の
遣
新
羅
使
人
の
一
行
の
一
人
で
あ
り
、
姓
が

記
さ
れ
て
い
な
い
が
史
姓
と
思
わ
れ
る
。
巻
十
五
遣
新
羅
使
人
の
作
品
の
作
者

名
の
注
は
、
雪
宅
麻
呂
、
土
師
稲
足
、秦
田
麻
呂
等
姓
を
記
さ
な
い
で
い
て
、
そ

の
雪
宅
麻
呂
が
連
姓
で
あ

っ
た
こ
と
は
三
六
八
八
番
題
詞
に
よ
っ
て
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
作
者
名
の
注
に
は
姓
を
記
す
こ
と
を
省
略
す
る
例
の
よ
う
で
あ
る
。

秋
庭
も
史
姓
で
、
こ
れ
も
録
事
な
ど
の
職
掌
で
渡
海
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
上
毛
野
牛
甘
」
は
、
勝
宝
七
年
相
替
の
上
野
国
防
人
の
助
丁
と
記
さ
れ
、

こ
れ
は
無
姓
で
あ

っ
て
、
東
国
上
毛
野
氏
の
配
下
で
あ

っ
た
家
筋
の
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

「
上
毛
野
君
駿
河
」
は
、
右
の
度
の
上
野
国
防
人
部
領
使
で
あ
り
、
時
に
大

目
正
六
位
下
で
あ

っ
た
。
勝
宝
二
年
上
毛
野
君
姓
を
得
た
旧
田
辺
史
姓
の
も
の

で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
き
め
手
は
無
い
。

さ
て
、

「
田
辺
史
福
麻
呂
」
は
、

「
田
辺
福
麻
呂
之
歌
集
」
の
編
者
で
あ
り
、

長
歌
十
首
、
短
歌
三
十
四
首
が
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
第
四
期
の
作
家

で
あ
る
。
福
麻
呂
に
つ
い
て
契
沖
は

聖
武
紀
云
。
天
平
十

一
年
四
月
正
六
位
上
田
辺
史
難
波
授
二外
従
五
位
下
『

此
難
波
か
子
な
と
に
も
や
有
け
む
。
天
平
十
年
橘
左
大
臣
の
使
と
し
て
家

持
越
中
守
た
る
か
許
へ
つ
か
は
さ
れ
け
れ
は
、
左
大
臣
の
家
礼
な
る
へ
し
。

Ｇ
代
匠
記
』
初
稿
本
）



と
言
っ
て
い
る
。
巻
十
八
巻
頭

天
平
十
年
春
三
月
十
三
日
左
大
臣
橘
家
之
使
者
造
酒
令
史
田
辺
福
麻
呂
饗
ニ

子
守
大
伴
宿
祢
家
持
館
一云
々

と
の
題
詞
に
名
が
見
え
る
。
造
酒
令
史
は
大
初
位
上
相
当
の
職
掌
で
あ
る
が
、

大
初
位
上
は
ま
た
職
事

一
位
家
少
書
史
程
度
の
位
階
で
あ

っ
て
、
と
て
も
当
時

左
大
臣
従

一
位
で
あ

っ
た
諸
兄
の
家
の
家
令
に
は
な
れ
な
い

（職
事

一
位
家
令

は
従
五
位
下
相
当
）。　
あ
る
い
は
諸
兄
の
家
の
書
史
で
あ

っ
た
こ
と
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ぬ
が
き
め
手
は
な
い
。
た
ゞ
福
床
呂
が
、
諸
兄
に
親
近
す
る
者
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
諸
兄
の
、
お
そ
ら
く
は
私
的
な
使
者
と
し
て
越
中

の
家
持
の
も
と
へ
遣
わ
さ
れ
た
の
も
、
信
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
出

来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
後
に
も
述
べ
る
が
、
天
平
十
六
年
難
波
の
官
に
あ

っ
た

元
正
太
上
天
皇
を
も
て
な
す
た
め
の
諸
兄
邸
で
の
遊
宴
や
遊
覧
に
、
福
麻
呂
は

諸
兄
に
屈
従
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
。
福
麻
呂
は
、
諸
兄
の
家
の
書
史
と
か

知
宅
事
と
い
っ
た
経
歴
が
あ

っ
て
、
そ
の
文
筆
の
才
や
歌
の
才
と
共
に
、
越
中

で
の
家
持
ら
と
の
交
わ
り
で
見
る
よ
う
な
中
々
社
交
上
手
ら
し
い
如
才
な
い
性

質
を
買
わ
れ
て
、
側
近
く
使
わ
れ
て
い
た
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

越
中
に
赴
い
た
福
麻
呂
は
、
国
守
大
伴
家
持
や
稼
久
米
広
縄
ら
に
よ
っ
て
、

家
持
館
、
広
縄
館
の
饗
宴
や
布
勢
水
海
遊
覧
な
ど
の
盛
大
な
款
待
を
受
け
て
い

る
。
巻
十
八
に
収
め
る
二
十
数
首
の
歌
群
は
、
家
持
館
の
饗
宴
の
歌
も
、
布
勢

水
海
遊
覧
の
際
の
歌
も
、
広
縄
館
の
饗
宴
の
歌
も
、
先
ず
は
福
麻
呂
の
作
歌
あ

る
い
は
誦
詠
の
古
詠
を
頭
に
置
い
て
、
福
麻
呂
は
ま
る
で
貴
賓
の
扱
い
で
あ
る
。

此
の
時
と
ば
か
り
に
家
持
が
、
こ
の
高
名
な
歌
人
福
麻
呂
を
主
賓
に
迎
え
て
誦

詠
を
求
め
、
ま
た
歌
を
挑
ん
だ
よ
う
な
観
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
左
大
臣
家
の
使

者
と
い
う
格
式
だ
け
で
な
く
て
、
福
麻
呂
の
歌
人
と
し
て
の
高
名
に
よ
る
と
こ

ろ
も
大
き
か
っ
た
ら
し
い
。
諸
兄
が
、
左
大
臣
家
の
、
国
守
に
向
け
て
つ
か
わ

す
使
者
と
し
て
は
あ
ま
り
見
映
え
の
せ
ぬ
身
分
の
福
麻
呂
を
選
ん
だ
理
由
の
一

つ
に
は
、
歌
人
家
持
に
対
し
て
は
歌
人
福
麻
呂
を
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
も
の

ら
し
い
。

し
か
し
、
家
持
の
福
麻
呂
に
対
す
る
盛
大
な
款
待
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理

由
で
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
澤
潟
久
孝
博
士
に
よ
れ
ば
天
平
十
六
年
夏
の

こ
と
に
な
る
が
（注
１８
）、
難
波
官
に
あ

っ
た
元
正
太
上
天
皇
を
も
て
な
す
た
め

に
諸
兄
が
も
よ
お
し
た
遊
宴
、
遊
覧
の
際
の
、
太
上
皇
、
河
内
女
王
、
粟
田
女

王
、
諸
兄
ら
の
歌
が
巻
十
八
に
七
首

（四
〇
五
六
―
四
〇
六
二
）
収
め
ら
れ
て

居
り
、
こ
れ
ら
は
そ
の
遊
宴
の
際
に
諸
兄
に
属
従
し
て
い
た
福
床
呂
が
伝
誦
し

て
家
持
に
記
録
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の

御
製
や
女
王
ら
の
歌
が
、
諸
兄
家
の
賛
美
の
内
容
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
、
諸

兄
派
福
麻
呂
の
、
家
持
に
対
す
る
効
果
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
他
な
ら
ず
、
そ

れ
ら
に
和
し
て
家
持
が

「後
追
二和
橘
歌
■
一首
」

（四
〇
六
三
、
四
〇
六
四
）

な
ど
を
作

っ
て
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
福
床
呂
の
役
割
は
ど
う
み
て
も
諸

兄
派
の
プ
ロ
バ
ゲ
ー
タ
乃
至
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
ら
し

く
私
に
は
思
わ
れ
る
。
家
持
は
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
以
前
か
ら
諸
兄
に
接
近
し

て
い
た
ら
し
い
が
（注
１９
）、
天
平
二
十
年
と
言
え
ば
聖
武
代
か
ら
孝
謙
代
へ
と

移
り
変
る
瀬
戸
際
の
年
で
あ
り
、
翌
勝
宝
元
年
九
月
紫
微
中
台
の
官
制
が
設
け

ら
れ
て
橘
氏
と
仲
麻
呂
派
と
の
勢
力
の
均
衡
が
に
わ
か
に
崩
れ
て
ゆ
く
、
そ
の

直
前
の
年
な
の
で
あ
る
か
ら
、
大
伴
氏
の
統
領
家
持
に
向
け
て
の
諸
兄
の
私
的

使
者
福
麻
呂
に
は
、
ど
う
も
政
治
的
な
に
お
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
墾
田
の
用

務

（全
註
釈
、
私
注
）、　
万
葉
集
編
纂
の
打
合
せ

（尾
山
篤
二
郎
氏
）
等
の
用

件
と
見
る
意
見
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
平
穏
無
事
な
そ
れ
で
は
な
く
て
、
仲

麻
呂
派
に
対
抗
し
て
の
諸
兄
派
と
大
伴
氏
と
の
接
近
の
中
で
、
福
麻
呂
が

一
役

買

っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
藤
橘
の
勢
力



の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
始
め
た
途
端
に
、
橘
氏
の
命
運
を
賭
け
て
の
奈
良
床
呂
ら

の
ク
ー
デ
タ
ー
が
起

っ
た
よ
う
な
、
緊
迫
し
た
政
情
下
に
あ

っ
た
の
で
あ
る
か

ら
。
家
持
と
福
麻
呂
と
の
間
で
、
こ
こ
数
年
来
の
政
治
情
勢
や
支
配
層
の
動
静

に
つ
い
て
も
話
が
交
わ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
、
元
正
、
諸
兄
ら
の
君
臣

和
合
の
歌
語
り
も
、
そ
の
話
の
中
の
一
つ
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
後
年
、
奈
良

麻
呂
の
乱
に
荷
担
し
た
大
伴
池
主
は
、
当
時
越
前
稼
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
た

び
の
福
麻
呂
の
旅
程
に
は
越
前
訪
間
も
入
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

福
麻
呂
に
対
す
る
家
持
の
盛
大
な
款
待
は
、
諸
兄
に
対
し
て
示
す
忠
誠
心
の

バ
ロ
メ
ー
タ
に
は
か
な
ら
ず
、
福
麻
呂
が
身
分
不
相
応
な
歓
迎
を
受
け
て
も

如
何
に
あ
る
布
勢
の
海
ぞ
も

こ
こ
だ
く
に
君
が
見
せ
む
と
吾
を
と
ど
む
る

な
ど
と
い
ぶ
か
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

私
注
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
田
辺
福

麻
呂
之
歌
集
」
に
は

…
…
姓
を
称
し
て
な
い
が
、
省
略
し
た
の
か
、
或
は
後
に
姓
を
与
へ
ら
れ

た
の
か
、
或
は
後
に
姓
を
栃
は
れ
た
事
が
あ
り
、
歌
集
の
成
立
は
其
の
後

で
あ

っ
た
の
か
、
全
く
明
か
で
な
い
。
但
し
、
そ
の
橘
家
と
の
関
係
か
ら

見
て
、
宝
字
元
年
奈
良
麻
呂
等
の
乱
に
関
与
し
、
池
主
等
と
共
に
除
名
さ

れ
た
と
考
へ
る
の
は
最
も
自
然
で
あ
る
。

福
床
呂
の
使
者
の
用
件
が
政
治
的
な
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
の
歌
集
に
姓

を
称
し
て
い
な
い
の
は
奈
良
麻
呂
の
乱
に
関
与
し
た
た
め
な
の
か
、
こ
れ
ら
の

推
測
の
当
れ
る
や
否
や
を
知
ら
な
い
。
た
だ
、
福
麻
呂
が
諸
兄

一
派
に
、
ま
た

奈
良
床
呂
の
乱
に
多
く
の
徒
党
を
出
し
た
大
伴
家
に
、　
一
通
り
で
な
く
親
近
し

て
い
た
者
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
先
程
か
ら
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
藤
原
仲
麻
呂
派
に
親
近
す
る

姿
勢
を
有
し
て
い
た
田
辺
氏

一
統
の
中
で
、
福
麻
呂
の
立
場
は
す
な
わ
ち
異
端

で
あ

っ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
仲
麻
呂
の
家
の
家
令
で
あ

っ
た
田
辺
史
某
、
紫

微
中
台
の
役
人
で
あ

っ
た
牛
養
、
仲
麻
呂
の
乱
に
関
与
し
て
罰
せ
ら
れ
た
田
辺

来
女
、
そ
の
戸
主

（夫
？
）
奥
麻
呂
、
同
じ
く
そ
の
た
め
に
官
位
を
奪
わ
れ
た

も
の
ら
し
い
真
人
、
藤
原
乙
麻
呂
家
の
知
宅
事
で
あ

っ
た
立
万
里
、
等
の
家
と

福
麻
呂
の
家
と
は
、
藤
橘
二
家
が
相
抗
争
す
る
天
平
末
か
ら
勝
宝
、
宝
字
に
か

け
て
の
時
期
に
、
互
に
対
抗
馬
に
各
々
の
家
の
運
命
を
賭
け
て
居
た
の
で
あ
る
。

帰
化
人
の
一
族
が
、
多
少
の
ゆ
か
り
を
頼

っ
て
本
朝
の
豪
族
上
毛
野
氏
の
同

祖
族
を
称
し
つ
ゝ
、
文
筆
の
業
を
も

っ
て
中
央
に
進
出
し
、
律
令
撰
定
に
も
参

加
し
、
次
第
に
政
治
的
な
氏
族
へ
と
変
貌
し
つ
ヽ
国
司
ク
ラ
ス
の
人
物
を
幾
人

か
送
り
出
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
藤
橘
二
氏
の
政
争
の
渦
の
中
で
、
あ
る
い

は
仲
麻
呂
派
に
、
あ
る
い
は
諸
兄
派
に
、
家
々
の
運
命
を
賭
け
て
離
反
し
分
裂

す
る
、
そ
う
い
う
帰
化
人
系
の
一
小
族
田
辺
氏
の
一
員
で
あ

っ
た
福
麻
呂
の
諸

作
品
は
、
久
迩
京
を
讃
美
す
る
歌
と
い
ヽ
、
三
香
原
荒
墟
を
悲
傷
す
る
歌
と
い

ゝ
、
家
持
と
共
に
布
勢
水
海
に
た
ん
だ
歌
と
い
ゝ
、
万
葉
の
片
隅
に
咲
い
た
幾

輪
か
の
あ
だ
花
に
も
似
て
、
日
辺

一
族
の
拶
な
い
夢
と
恨
み
を
ひ
そ
め
て
い
る
。

注

１
　
関
晃
氏

『
帰
化
人
』
二
十
八
頁
。

２
　
か
よ
う
に
、
上
毛
野
氏
は
そ
の
性
格
に
問
題
の
多
い
氏
名
で
ぁ
っ
て
、
近

時
、
志
田
諄

一
氏

（「古
代
史
に
お
け
る
毛
野
の
性
格
」
『
日
本
歴
史
』

一
一

〇
号
）、
佐
伯
有
清
氏

（「
上
毛
野
氏
の
性
格
に
よ
せ
て
」

『
日
本
歴
史
』

一

一
六
号
）、
　
志
田
氏

（「
ふ
た
た
び

『
毛
野
の
性
格
』
に
つ
い
て
」
『
日
本
歴

史
』

一
二
〇
号
）、
佐
伯
氏

（「
上
毛
野
氏
と
田
辺
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
」

『
続
日
本
紀
研
究
』
五
巻
九
号
）

士
心
田
氏

（「
上
毛
野
氏
と
帰
化
系
氏
族
―



特
に
田
辺
氏
と
の
場
合
―
」
『
日
本
上
古
史
研
究
』
三
巻
四
号
）
等
の
論
争
を

見
た
。
更
に
、
三
品
彰
英
氏
の
新
見
解

（「荒
田
別

・
田
道
の
伝
承
―
―
帰
化

人
と
上
毛
野
氏
―
―
」
『
朝
鮮
学
報
』
三
十

一
輯
）
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。

３
　
関
晃
氏
、
注
１
。

４
　
一一一品
彰
英
氏
、
注
２
。

５
　
田
辺
氏
が
上
毛
野
氏
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
佐
伯
有

清
氏
は
、
田
辺
史
難
波
が
対
蝦
夷
政
策
に
当
っ
た
養
老
―
天
平
の
頃
、
同
じ

く
蝦
夷
経
略
に
従
事
し
て
い
た
上
毛
野
氏
や
そ
の
同
祖
族
大
野
氏
と
接
触
し

た
こ
と
が
、
上
毛
野
氏
と
同
社
と
称
す
る
機
会
を
与
え
た
と
し
、
八
世
紀
に

於
け
る
帰
化
系
氏
族
の
詐
称
の
一
端
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
こ
れ
で
は
田
辺
史
以
外
の
数、
、々
の、
上、
毛、
野、
氏、
仮、
冒、
諸、
氏、
の
説
明
は
出
来
な

い
。
社
会
事
象
の
一
つ
で
あ
る
姓
氏
問
題
に
は
、　
一
回
き
り
の
特
殊
事
件
だ

け
か
ら
は
充
分
説
明
の
出
来
な
い
文
化
史
的
な
根
の
深
さ
が
あ
る
」
と
批
判

さ
れ
る
三
品
彰
英
氏
は
、
上
毛
野
君
の
祖
荒
田
別
い
百
済
か
ら
文
首
ら
の
祖

王
仁
を
伴
い
帰
っ
た
い
う
伝
承
か
ら
荒
田
別
は
西
史
の
一
族
の
受
入
れ
親
的

存
在
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
族
的
結
合
が
考
え
ら
れ
る
と
し
、
こ
の
族
的
結

合
を
持
つ
集
団
の
人
々

（荒
田
別
ら
と
西
史
ら
）
が
馬
文
化
を
も
っ
て
東
国

に
移
り
、
先
ず
上
毛
野
氏
を
名
乗
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
欽
明
朝

頃
帰
化
し
た
田
辺
氏
は

「
河
内
（
あ
る
い
は
摂
津
西
境
）
に
住
み
、
西
史
群
に

属
し
、
や
が
て
そ
の
祖
先
伝
承
ま
で
摂
取
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
だ
と
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
西
史
と
の
関
係
か
ら
田
辺
氏
が
上
毛
野
氏
同
社
を

称
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ

う
か
。
日
辺
氏
が
婚
姻
等
を
通
じ
て
西
史
と
親
近
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は

諒
解
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
姓
氏
録
右
京
諸
藩
上
田
辺
史
に
つ
い
て

は
文
氏
と
の
関
係
か
ら
漢
王
之
後
と
い
う
祖
先
伝
承
を
持
つ
に
至
っ
た
家
筋

か
と
も
私
考
す
る
。
し
か
し
、
第

一
に
上
毛
野
氏
と
西
史
と
の
族
的
結
合
の

関
係
は
、
氏
自
身
言
わ
れ
る
よ
う
に
明
確
で
な
く
、
両
者
を
結
ぶ
も
の
は
荒

田
別
が
王
仁
を
伴
い
帰

っ
た
と
い
う
伝
説
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
新
撰
姓

氏
録
に
見
る
と
こ
ろ
の
上
毛
野
氏
と
同
社
同
系
を
称
し
て
祖
先
伝
承
を
飾
る

傾
向
を
持
つ
田
辺
史
、
韓
矢
田
部
造
、
止
美
連
そ
の
他
の
諸
氏
と
、
王
仁
を

祖
と
し
や
が
て
は
漢
王
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
祖
先
伝
承
を
飾
る
傾
向
を
持

つ
文

。
武
生
氏
ら
と
は
、
両
者
上
毛
野
氏
に
対
す
る
姿
勢
を
全
く
異
に
し
て

い
る
。
祖
先
伝
承
が
異
る
こ
と
は
や
が
て
自
他
の
区
別
を
意
識
し
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
上
毛
野
君
祖
荒
田
別
と
西
史
と
の
間
、
西
史
と
田
辺
史
と
の

間
に
、
ど
の
よ
う
な
叉
ど
の
程
度
の
族
的
結
合
が
あ

っ
た
の
か
、
三
品
氏
の

御
見
解
は
尚
右
の
よ
う
な
素
朴
な
疑
間
を
解
決
し
て
く
れ
な
い
。

６
　
佐
伯
有
清
氏

『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究

。
研
究
篇
』
七

一
頁
。
尚
、
穎
人
は

姓
氏
録
撰
者
の
一
員
で
あ
り
、
上
毛
野
朝
臣
の
本
系
を
提
出
し
た
の
が
彼
自

身
で
あ
っ
た
。

７
　
穎
人
は
、
そ
の
卒
伝

（
日
本
後
紀
逸
文
弘
仁
十
二
年
八
月
辛
巳
条
、
類
衆

国
史
、
日
本
紀
略
）
に

「
従
五
位
下
大
川
之
子
也
」
と
あ
る
。
佐
伯
氏
は
難

波
―
―
大
川
―
―
穎
人
と
い
う
親
子
関
係
と
見
て
居
ら
れ
る

（前
掲
書
三
七

三
頁
）
。

８
　
関
晃
氏
、
前
掲
書
二
十
八
頁

９
　
真
人
、
牛
養
は
そ
れ
ぞ
れ

「
田
辺
史
真
人
」

「
田
辺
史
牛
養
」
と
同

一
人

で
あ
ろ
う

（『
日
本
古
代
人
名
辞
典
し
。

１０
　
天
平
勝
宝
元
年
八
月
八
日
の
日
付
け
の
あ
る

「
大
納
言
藤
原
家
牒
」
「
大

日
本
古
文
書
』
三

・
二
七
三
頁
）
に

「
外
従
五
位
下
行
家
令
田
辺
史
暇
」

と

見
え
る
。

１１
　
天
平
勝
宝
五
月

（年
力
）
十
二
日

（月
力
）
十

一
日
の
日
付
け
あ
る

「
紫
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微
中
台
牒
」
Ｇ
大
日
本
古
文
書
』
三

・
六
四
〇
頁
）
に

「
少
疏
上
毛
野
君
牛

養
」
と
見
え
、
ま
た
天
平
宝
字
二
年
八
月
十
八

（九
カ
）
日
の
日
付
け
の

「

東
寺
写
経
所
経
師
召
文
」
３
大
日
本
古
文
書
』
十
三
・
四
人
八
頁
）
の
後
に

「
宮
上
毛
野
大
疏
」
と
見
え
る
の
も
牛
養
で
あ
ろ
う
と
島
日
本
古
代
人
名
辞

典
』
言
う
。

・２
　
野
村
忠
夫
氏

「仲
麻
呂
政
権
の
一
考
察
」

『
岐
阜
大
学
研
究
報
告

（人
文

科
学
ご

第
六
号

・３
　
神
護
二
年
十
月
の

「
越
前
国
司
解
」
∩
寧
楽
遺
文
』
中

。
六
七
〇
頁
）
に

…
…
船
王
丼
右
京
四
条

一
坊
戸
主
従
七
位
上
上
毛
野
公
奥
麻
呂
戸
口
田
辺

来
女
等
治
開
寺
地
為
己
墾
田
、
依
有
罪
人
支
僚
、
没
官
是
実
、
寺
家
所
占

堺
内
、
例
改
正
寺
田
、
云
々

と
あ
る
。
岸
俊
男
氏
は
来
女
を
奥
麻
呂
の
妻
か
と
言
わ
れ
、
奥
床
呂
の
越
前

少
目
時
代
、
仲
麻
昌

一
族
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
墾
田
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
と

推
察
さ
れ
て
い
る
。
つ
越
前
国
東
大
寺
領
庄
園
を
め
ぐ
る
政
治
的
動
向
ヽ
古

代
学
』
第

一
巻
第
四
号
）

・４
　
天
平
十
年
十
月
十

一
日
の
日
付
け
あ
る
「
造
宮
省
輔
藤
原
宅
牒
六
『
大
日
本

古
文
書
』
十
四
・五
二
五
頁
）
に

「
知
宅
事
従
八
位
上
田
辺
氏
立
万
□
（
里
ビ

と
見
え
る
。
尚
彼
は
勝
宝
七
年
八
月
散
位
従
七
位
上
と
し
て

「
元
興
寺
勘
経

所
解
」
「
大
日
本
音
文
書
』
四
・
七
三
頁
）
に
署
名
し
て
い
る
上
毛
野
君
立

万
呂
と
同

一
人
か
と

『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
云
う
。

・５
　
乙
麻
呂
は
、
勝
宝
二
年
十
月
、
正
五
位
上
か
ら

一
躍
従
三
位
に
昇
進
し
、

大
宰
師
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

「
八
幡
大
神
の
教
を
以

て
也
」
と
い
う
の
で
あ
る

（続
紀
同
年
同
月
丙
辰
条
）。
　
宇
佐
八
幡
が
大
仏

開
眼
の
こ
と
に
か
ら
ん
で
朝
廷
に
結
び
付
い
た
背
後
に
仲
麻
呂
の
手
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば

（北
山
茂
夫
氏

「
大
仏
開
眼
記
」
『
万
葉
の
世
紀
』
所
収
）、
乙

麻
呂
の
こ
の
異
例
の
昇
進
は
仲
麻
呂
の
差
金
で
あ
ろ
う
。
乙
麻
呂
を
仲
麻
呂

派
と
日
し
て
良
い
理
由
で
あ
る
。

・６
　
野
村
忠
夫
氏
、
注
１２
ｏ

も
っ
と
も
、
石
滝
と
い
う
人
は
、
同
様
に
宝
字
八
年
九
月
庚
申
（十
六
日
）

条
に
外
従
五
位
下
に
昇
っ
た
記
事
に
終
る
が
、
そ
れ
は
、
仲
麻
呂
の
乱

（九

月
十

一
日
と
十
七
日
）
終
憶
よ
り
よ
り
九
日
後
の
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
は
仲

麻
呂
派
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
同
じ
佐
伯
氏
で
も
仲
麻
呂
派
毛
人
や
逆

に
仲
麻
呂
を
討
っ
て
賞
せ
ら
れ
た
伊
多
智
、
三
野
ら
が
居
た
よ
う
に
、
田
辺

氏

（上
毛
野
氏
）
の
中
で
も
家
筋
に
よ
っ
て
わ
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
切
り

崩
し
的
懐
柔
的
な
昇
叙
と
い
う
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
石
滝

は
後
述
の
諸
兄
派
田
辺
史
福
麻
呂
と
同
じ
家
筋
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

・７
　
拙
稿

「
筑
前
守
憶
良
の
同
僚

。
下
僚
」
『
万
葉
』
第
五
十
二
号
。

・８
　
澤
潟
久
孝
博
士

『
万
葉
集
新
釈
』

・９
　
尾
山
篤
二
郎
氏

『
大
伴
家
持
の
研
究
』

（園
田
学
園
高
校
教
諭
）
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